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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成21年7月9日(2009.7.9)

【公開番号】特開2007-12040(P2007-12040A)
【公開日】平成19年1月18日(2007.1.18)
【年通号数】公開・登録公報2007-002
【出願番号】特願2006-148425(P2006-148425)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  21/20     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/10     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/07     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ   9/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  15/00    ３３０Ｆ
   Ｇ０６Ｆ  15/00    ３３０Ｇ
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｓ
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｒ
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｈ
   Ｈ０４Ｌ   9/00    ６７３Ｄ
   Ｈ０４Ｌ   9/00    ６７３Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月26日(2009.5.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】認証カード、認証方法、及び通信システム
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の生体情報を読み取るセンサと、
　前記センサで読み取られた生体情報をもとにパスワードを作成する手段と、
　前記パスワードを作成する手段で正当使用者の生体情報をもとに作成されたパスワード
を、基準用パスワードとして記憶する手段と、
　前記パスワードと前記基準用パスワードを照合する手段と、
　前記パスワードと前記基準用パスワードが一致した場合に、無線で認証データを送信す
る手段とを有することを特徴とする認証カード。
【請求項２】
　請求項１において、前記パスワードと前記基準用パスワードが一致しない場合に、前記
認証カードは、非認証完了信号を発信することを特徴とする認証カード。
【請求項３】
　請求項１において、前記パスワードと前記基準用パスワードが一致しない場合に、前記
認証カードは、非認証完了信号を発信しないことを特徴とする認証カード。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、前記パスワード及び前記基準用パスワードは、
前記生体情報を前記認証カードに記憶された対応表を用いて変換することで作成されるこ
とを特徴とする認証カード。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、外部から受信した電磁波から電力を発生させる
ための電源回路を有することを特徴とする認証カード。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、太陽電池フィルムでなる電源装置を有すること
を特徴とする認証カード。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、前記認証カードの両面に前記センサがそれぞれ
設けられていることを特徴とする認証カード。
【請求項８】
　請求項７において、前記パスワードは、前記認証カードの両面にそれぞれ設けられた前
記センサで読み取られた２つの生体情報を用いることで作成されることを特徴とする認証
カード。
【請求項９】
　正当使用者の生体情報をカードに記憶された対応表を用いて変換することで作成した基
準用パスワードを前記カードに記憶するステップと、
　前記カードで使用者の生体情報を読み取るステップと、
　前記カードで前記使用者の生体情報を前記対応表を用いてパスワードに変換するステッ
プと、
　前記カードで前記パスワードを前記基準用パスワードと照合するステップと、
　前記照合の結果、前記パスワードと前記基準用パスワードが一致した場合、照合先に前
記使用者の認証データを通知するステップとを有することを特徴とする認証方法。
【請求項１０】
　請求項９において、前記生体情報の読み取りを前記カードと端末との交信により得られ
た電源を用いて行うことを特徴とする認証方法。
【請求項１１】
　正当使用者の生体情報をカードに記憶された対応表を用いて変換することで作成した基
準用パスワードを前記カードに記憶するステップと、
　前記カードと端末との交信により得られた電源を用いて、前記カードで使用者の生体情
報を読み取るステップと、
　前記カードで前記使用者の生体情報を前記対応表を用いてパスワードに変換するステッ
プと、
　前記カードで前記パスワードを前記基準用パスワードと照合するステップと、
　前記照合の結果、前記パスワードと前記基準用パスワードが一致した場合、前記端末に
前記使用者の認証データを通知するステップとを有し、
　前記使用者の認証データを前記端末が受け取った後に、前記端末を介して前記使用者と
サーバーとの間で通信を開始することを特徴とする認証方法。
【請求項１２】
　請求項９乃至１１のいずれか一において、前記照合の結果、前記パスワードと前記基準
用パスワードが一致しない場合、前記カードは照合先に前記使用者の認証データを通知し
ないことを特徴とする認証方法。
【請求項１３】
　端末と、管理サーバーと、認証カードとを有し、
　前記認証カードは、
　使用者の生体情報を読み取るセンサと、
　前記センサで読み取られた生体情報をもとにパスワードを作成する手段と、
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　前記パスワードを作成する手段で正当使用者の生体情報をもとに作成されたパスワード
を、基準用パスワードとして記憶する手段と、
　前記パスワードと前記基準用パスワードを照合する手段と、
　前記パスワードと前記基準用パスワードが一致した場合に、前記管理サーバーに接続さ
れた前記端末に無線で認証データを送信する手段とを有することを特徴とする通信システ
ム。
【請求項１４】
　請求項１３において、前記照合の結果、前記パスワードと前記基準用パスワードが一致
しない場合に、前記端末を介して前記認証カードから前記管理サーバーに非認証完了信号
が送信されることを特徴とする通信システム。
【請求項１５】
　請求項１３において、前記照合の結果、前記パスワードと前記基準用パスワードが一致
しない場合に、前記認証カードは、前記端末に非認証完了信号を送信しないことを特徴と
する通信システム。
【請求項１６】
　請求項１３乃至１５のいずれか一において、前記パスワード及び前記基準用パスワード
は、前記認証カードに記憶された対応表を用いて前記生体情報を変換することで作成され
ることを特徴とする通信システム。
【請求項１７】
　請求項１３乃至１６のいずれか一において、前記端末から受信した電磁波から発生させ
た電力を用いて前記認証カードは前記パスワードを作成し、前記パスワードと前記基準用
パスワードとの照合を行うことを特徴とする通信システム。
【請求項１８】
　請求項１３乃至１７のいずれか一において、前記認証カードは太陽電池フィルムでなる
電源装置を有することを特徴とする通信システム。
【請求項１９】
　請求項１３乃至１８のいずれか一において、前記認証カードの両面に前記センサがそれ
ぞれ設けられていることを特徴とする通信システム。
【請求項２０】
　請求項１９において、前記パスワードは、前記認証カードの両面にそれぞれ設けられた
前記センサで読み取られた２つの生体情報を用いることで作成されることを特徴とする通
信システム。
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